
関係法令 

○道路運送車両の保安基準（昭和 26 年運輸省令第 67 号）（抄） 
（警音器） 
第四十三条 自動車（被牽引自動車を除く。）には、警音器を備えなければなら

ない。 
２ 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるもの

として、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければな

らない。 
３ 自動車の警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告すること

ができ、かつ、その 警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等

に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 
４ 自動車（緊急自動車を除く。）には、車外に音を発する装置であつて警音器

と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通

の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更若しくは後退するときに

その旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故

その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、こ

の限りでない。 
 

○道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）（抄） 
（警音器の使用等） 
第五十四条 車両等（自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。）

の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければな

らない。 
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりか

ど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場

所を通行しようとするとき。 
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定され

た区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道

路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとする

とき。 
２ 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこ

ととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を

防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 
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